
例）利用者負担割合１割の方が、10万円の住宅改修を行ったとき

       

       

被保険者
（利用者）

被保険者
（利用者）

住宅改修施工業者

保険者
（鈴鹿亀山地区広域連合）

保険者
（鈴鹿亀山地区広域連合）

住宅改修施工業者
（受領委任払い取扱い事業所）

② 10万円支払

① 住宅改修工事

③ 支給申請

④ ９万円（１０万円の９割）支給

② １万円（１０万円の１割）支払い

① 住宅改修工

③ 支給申請

④ ９万円（１０万円の９割）支払

受領委任払い

償還払い


	支給方法の違い

